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「大学における社会人の受入れの促進について（論点整理）」関連資料
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１．大学規模・大学経営部会の審議状況

１８歳人口だけでなく，我が国の人口が減少期を迎えた中，社会人や高齢者等の多様な人々のうち，どの程度が大学で学ぶよう

になるか想定することは，大学として必要とされる量的規模，又は政策的に妥当とされる規模を検討する上で重要な論点。

【全国的な状況】

大学入学者のうち２５歳以上の者の割合は，２％

（ＯＥＣＤ平均は２１％）。

学部への社会人入学者は，１８,３４０人（平成

１３年度）をピークに減少傾向（通信制を含む）。

大学院への社会人入学者は増加。平成２０年度は

１８,７９９人（同上）。

【課題】

「修学を妨げている要因」として，「業務が多

忙」や「雇用者の理解が得られない」ほか，「職業

生活と学修の両立のための費用や学修時間の確保が

難しい」や「魅力的なカリキュラムがない」との声。

【これまでの社会人学生の受入れを促進する施策】

①設置認可の抑制の例外（昭和５１～平成１４年）

②制度的な改善（例）

・社会人学生の入学資格の弾力化

・夜間大学院，昼夜開講制

・「メディアを利用して行う授業」の明確化

・大学院修士課程の短期在学コース，長期在学コース

・長期履修学生制度

・科目等履修生制度，履修証明制度

③社会人の修学の負担軽減

・奨学金事業や授業料等の減免制度

・教育訓練給付制度における指定講座制度の活用

・雇用者を大学等に派遣する場合の法人税額控除

・大学修学のための休業制度

【各大学における取組】

大学によっては，地域の産業や学習ニーズに応える教

育内容と方法からなるプログラムを整備し，提供。

（１）①社会人受入れ促進に関するこれまでの施策と現状
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社会人の受入れ促進の観点

（１）②社会人の受入れ促進の観点

○社会的要請に応える

就業者：専門的知識・技能の獲

得，知識・技能の高度化・現代化

高齢者：職業生活で得た知識・

技能や人生経験を生かして，新た

な専門的知識・技能を獲得し，地

域の経済社会活動に参画

就業していない者：専門的知識

と技能を獲得し，就業・社会参画

これらが，社会の成長，経済の

活性化を支える上で必要。特に少

子高齢化社会にあっては不可欠。

○学習者の要請に応える

学習者が，各自の学習目的を具

体化。

それぞれの学習目的は，職業上

の専門知識・機能の高度化，職業

生活等で得た経験の理論化を通じ

た職業上の能力向上，就業や社会

活動参画等を目的とした専門知

識・技能の獲得など，多様であり，

かつ個人にとって明確。

○大学教育の現代化を図る

各国の動向をみても，社会人を

はじめ多様な学生が就学すること

が，大学教育の現代化に寄与。

また，少子高齢化社会にあって，

大学の経営上も効果的と考えられ

る。

大学の機能別分化が進む中，例えば，大学院修士課程，学士課程における幅広い職業人養成等に重点を置く大学，短期大学で

は，産業界や地域と密接に関わりながら，社会人等の需要に対応した学修内容・方法を開発，提供していくことが期待。
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（１） ③現状と課題，検討の方向

①大学教育の充実

大学教育の内容を，社会人の学習目

的，とりわけ職業生活上の要請に的確

に応えるものとしていく

②学修成果の評価

学修成果が職業生活等で適切に評価

され，学習者個人の目的にとどまらず，

社会や経済の発展に活用される

③大学就学に係る負担の軽減

社会人の就学に係る具体的な支障や

負担（修学環境，経済的負担，就業環

境等）を取り除く

大学制度の弾力化などの施策が講じられたが，全体的傾向としては，依然として，社会人受入れは成長の余地が残る。

大学ごと，地域ごと，分野ごとに，状況は多様であり，それぞれに応じた取組が求められるが，全国的かつ横断的な観点から

は，①教育の充実，②学修成果の評価，③負担軽減，の３つの方向から検討が考えられる。

教育機関の選択に「カリキュラムが魅力的」を重視する者が７４％。「リ

カレント教育を受けたい」又は「興味がある」と回答する者も約９０％。

利用したい教育機関は，大学院が４６％，大学が２０％。しかし，社会人

になって，大学を実際に利用した者は６％。

生涯学習で身に付けた知識・技能の社会的評価について，「学習活動の証

明（修了証，認定証の発行，表彰等）」の希望者が３３％，「学修した経

歴・経験を公的機関が認証」が３１％。

しかし，修業中に上位の学位を取得しても，処遇に反映される例は，公立

学校教員以外にあまりみられない。

大学制度の弾力化（入学資格，標準修業年限，履修期間，通信教育等）を

通じて，各大学が様々な取組。修学に係る経済的負担軽減や休業制も導入。

しかし，「費用負担が大きい（７１％）」，「決められた期間内での単位

取得が不安・負担（３３％）」，「忙しい（７２％） 」，「会社の理解が得

にくい（２１％）」といった課題。

現状と課題 検討の方向
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（１）④検討の方向に基づく，促進の方策（例）

①大学教育の充実

大学教育の内容を，社会人の学習

目的，とりわけ職業生活上の要請に

的確に応えるものとしていく

②学修成果の評価

学修成果が職業生活等で適切に評

価され，学習者個人の目的にとどま

らず社会や経済の発展に活用される

③大学就学にかかる負担の軽減

社会人の就学に係る具体的な支障

や負担（修学環境，経済的負担，就

業環境等）を取り除く

①社会人の学修動機に応える学位プログラムの編成

修得できる知識・技術や，教員組織，授与する学位の分野の明確化。

②履修証明制度の活用の促進（学位に達しない場合も，学修成果を適切に評価）

履修証明制度の要件の見直し。地域の産業界や自治体の各種の研修事業との連携。

③修得した知識・技能を評価する仕組み

諸外国の資格枠組も参考に，教育プログラムや修得技能レベルを評価する仕組み。

④複数大学の連携による地域の人材育成需要に対応した教育の実施

地域の各大学が持つ施設設備を共同整備し，効率的・効果的に活用。大学群の人材

育成機能・基盤を強化し，地域の人材育成需要に対応した教育を実施。

⑤通学制と通信制の在り方の見直し

情報通信技術を活用した多様かつ柔軟な学修形態を促進。そのため，通学制と通信

制の大学教育の在り方を再検討。

⑥経済的負担の軽減

社会人，高齢者等の多様な学習者を対象とする経済的な負担軽減を充実。あわせて，

経済支援に関し，情報提供・相談の体制を整備。

⑦学修と職業生活の両立を図る就労環境

雇用者の学修と職業生活の両立を図る企業の行動指針の策定等，産業界，自治体等

と一体で推進。就学を希望する社会人支援や，企業の人材育成での大学活用を促進。

（国による制度的・財政的な取組と，各大学・地域での取組の双方から具体化）

方策（例）として，各大学では，地域，分野の状況を踏まえて，それぞれに必要な取組を展開。

また，国は，各大学の取組を促進するための制度的な整備と，情報の収集と発信を含む各種の支援。

検討の方向 方策（例）
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(２)①大学教育の充実に向けた具体策の検討

【企業内人材育成】 【自主的な学習者】 【若年者】 【女性】 【高齢者】

職能開発 就業，社会活動参画

就業者 非就業者

生活の一部としての学修

・企業の人材需要に対応した教育プログラ
ム(分野別，企業規模別等）

・ 地域の人材需要に対応した教育プログラム

・ (営利/社会貢献目的)起業，社会活動参画支援教育プログラム
想
定
さ
れ
る

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

・ 職業資格保有者
向けリカレント
教育プログラム

・生活に役立つ知
識等の教育プロ
グラム（社会保障，

健康増進，権利・財産
保護等）

各
大
学
の
取
り
組
み(

例)

①教育プログラムで修得できる知識・技能の明確化，授与する学位の分野の明確化

①教育内容・方法等に関する情報の積極的な公開

④大学間連携を通じた，各大学が有する教育資源の効果的・効率的な活用，施設設備等の共同整備，大学群の人材
育成機能・基盤の強化

④⑦人材育成面での企業・産業界との連
携の強化(企業・産業界需要に応じた教育プ
ログラム編成)

④⑦人材育成面での地域の企業・産業界，自治体，関係機関との
連携の強化(地域需要に応じた教育プログラム編成)

①学位プログラムの編成の促進

①各大学の教育に関する情報の公開促進

④大学間連携を通じた，地域の産業界・自治体・関係機関と連携した大学
の人材育成機能・基盤の強化の促進・支援

・各大学の経営・教学の両面の相談に対応し，大学間連携や大学と産業界・自治体・関係団体
との連携の媒介役の機能を有する体制を各地域に整備

国
の

支
援
策(

例)
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（２）②学修成果の評価に係る具体策の検討

【企業内人材育成】 【自主的な学習者】 【若年者】 【女性】 【高齢者】

職能開発 就業，社会活動参画

就業者 非就業者

生活の一部としての学修

②履修証明制度の活用の促進

・履修証明制度の改善（制度面，運用面）

・履修証明制度と他制度等との連携（ジョブ・カード制度との連携強化，
教育訓練給付制度の活用等）

③大学修学により修得した知識・技能を評価する仕組み
の構築
・諸外国の資格枠組も参考に，教育プログラムや修得技能レベルを評価
する仕組みを検討

④地域の産業界・自治体・関係団体と連携した大学の人
材育成機能の強化の促進・支援[再掲]
・各大学の経営・教学の両面の相談に対応し，大学間連携や大学と産業
界・自治体・関係団体との連携の媒介役の機能を有する体制を各地域に
整備[再掲]

国
の
支
援
策(

例)

・学修成果の人事面・処遇面での活用 ・ 学修成果の職業能力証明としての活用

・ 学修成果を活用した就業，起業，社会活動参画課
題

各
大
学
の
取
り
組
み(

例)

②学修者の学修成果の地域社会での活用を見通した教育プログラ
ムの編成や，履修指導・相談の充実

（大学教育の充実に係る各大学の取組）

②履修証明制度の活用（学位に達しない場合も，学修成果を適切に評価）

④⑦人材育成面での地域の企業・産業界，自治体，関係機関との
連携の強化
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【企業内人材育成】 【自主的な学習者】 【若年者】 【女性】 【高齢者】

職能開発 就業，社会活動参画

就業者 非就業者

生活の一部としての学修

②履修証明制度の活用の促進［再掲］

⑤通学制と通信制の在り方の再検討

・情報通信技術を活用した多様かつ柔軟な学修形態を促進。そのため，通学制と通信制
の大学教育の在り方を再検討。

⑦学修と職業生活の両立を図る就労環境
・雇用者の学修と職業生活の両立を図る企業の行動指針の策定等，産業界，自治体等と
一体で推進。就学を希望する社会人支援や，企業の人材育成での大学活用を促進。

⑥経済的負担の軽減

・企業の人材育成投資の促進

・多様な学習者層を対象とする経済支援策(税制，奨学金等）

・履修指導・相談，経済支援に関する情報提供・相談体制の整備支援

国
の
支
援
策(

例)

課
題

各
大
学
の
取
り
組
み(

例)

・ 大学就学にかかる経済的負担

②履修証明制度（短期間で履修できる教育プログラム）の活用の促進[再掲]

⑤情報通信技術や，授業方法，授業の時間・場所，修業年限等にかかる諸制度等を活用した多様かつ柔軟な学修形
態の提供

⑥履修指導・相談の充実

・大学教育活用に係る時間的・経済的負担

・大学就学と職業
生活との両立

⑥経済支援策の充実
（入学料免除，単位制授業料，授業料月払制度等）

⑥経済支援に関する情報提供・相談体制の整備

④⑦人材育成面での企業・産業界との連携
の強化(企業内人材育成での大学教育活用)

④⑦人材育成面での地域の企業・産業界，自治体，関係機関との
連携の強化(「地域で学び，地域で働く」学習環境の構築)

（２）③大学就学の負担軽減に係る具体策の検討
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（１）25歳以上の学士課程への入学者の割合（国際比較）

諸外国は25歳以上の入学者の割合が平均約２割に達し，社会人学生も相当数含まれる一方，日本の社会人学生比率は2.0％であり，
大きな差があると推定される。

出典：ＯＥＣＤ教育データベース（2005年）。ただし，日本の数値については，「学校基本調査」及び文部科学省調べによる社会人入学生数

２．社会人の受入れの推移
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※ 出典：学校基本調査報告書

※ 「社会人」とは，当該年度の５月１日において，給与，賃金，報酬，その他の経常的な収入を目的とする仕事についている者（企業等を退職した者，及び主婦などを含む）をいう。

※ 通学の社会人入学者は，「国公私立大学入学者選抜実施状況」の「社会人特別入学者選抜による入学者数」を引用

※ 通信及び放送大学の社会人入学者は推計である（「学校基本調査報告書（高等教育機関編）」をもとに，通信制学生のうち職についている学生の割合から按分）。

（２）大学における社会人入学者数の推移
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通信（放送大

学を除く）：社

会人入学者

9,664 9,794 9,714 8,657 7,578 5,823 6,381 6,941 6,877 6,640 6,635 6,383 5,787 5,575 5,703 4,766

通学：社会

人入学者

3665 4,199 4,189 4,508 4,728 5,228 5,070 4,703 4,224 3,922 3,459 2,885 2,740 2,440 2,261 2,132

通学：入学者

全体に占める

社会人割合
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社会人入学者数は平成10年の5,228人をピークに減少。通信制への入学者（放送大学）を含めても平成13年の18,340人（推

計）をピークに減少。

11 1111

※ 出典：大学課調べ，学校基本調査報告書

※ 通信及び放送大学の社会人入学者は推計である（「学校基本調査報告書（高等教育機関編）」をもとに，通信制学生のうち職についている学生の割合から按分）。

（３）大学院における社会人入学者数の推移

社会人入学者数は，増減があるものの近年は増加が停滞傾向にあり，入学者全体に占める割合は18.2%(平成20年度）。通信

制（放送大学を含む）への入学者は1,100人程度で，社会人入学者全体の6％程度。
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【社会人特別入学者選抜 実施校数（大学・大学院）】

社会人等を対象に，一般の入学者選抜とは異なる方法（学力試験を課さず，論文，面接による方法など）により判定する入学者選抜方法。

大学学部については，実施校数は増加しているが，この選抜による入学者数は平成10年(5,228人)をピークに減少，平成20年度は2,132人

で，入学者全体の0.4％を占めるに過ぎない。 （１ページ参照）

大学院については実施校数は増加，入学者数は増加しているものの近年は停滞傾向。

出典：国公私立大学入学者選抜実施状況（大学，短大），大学振興課大学院係調べ（大学院）

短大については，平成15年度より調査を開始。

495

182

433

133

305

0

100

200

300

400

500

600

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

大学 大学院 短大

（１）入学者選抜方法の工夫
３．主な制度と各大学の取組み状況

13

（２）夜間における授業の実施

学習時間等の制約のある社会人等の利便に資するため，専ら夜間に授業を行う大学の学部・大学院の研究科を開設したり，同一学

部・研究科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う昼夜開講制により授業を行うこと。

大学学部・短期大学が設置する夜間学部のうち，昼間学部と施設を共有，あるいは昼間学部と施設が近接しているもの及び昼夜開講

制を実施する場合については，設置基準において校舎・校地要件が緩和されている。

大学学部については夜間学部・昼間主コースと夜間主コースを区分する昼夜開講制ともに設置校数は減少している。一方，夜間学部

から昼間主コース・夜間主コースを区分しない昼夜開講制に移行している大学の例も見られる。

10 8 8 5 5 5

30
27 24

22 20 20

8
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444

4
4

0

10

20

30

40

50

60
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（学部数）
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計62

計33

【夜間大学数】 【昼夜開講制を実施する大学の学部】

①夜間学部（大学学部：学校教育法制定時（昭和22年）～，短期大学：短期大学の法制化時(昭和39年）～，修士課程：平成元年～，博士課程：平成5年～）

②昼夜開講制（大学学部・短期大学：平成3年～，修士課程：昭和49年～，博士課程：平成5年～）

【夜間大学院数】
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【昼夜開講制を実施する大学院の研究科】
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出典：学校基本調査報告書
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14,941 15,052 15,346 15,416 15,520 15,605 15,489 15,303 15,344 15,399 15,531 15,536 15,262 15,057 14,879 14,513 14,103 13,178 11,045 9,041
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計125 ,091

計56 ,462

【夜間大学の学生数】

出典：学校基本調査報告書

15

【夜間学部から昼夜開講制（昼間主コース・夜間主コースを区分しないもの）に移行した大学の例】

早稲田大学

第一文学部(昼間学部），第二文学部（夜間学部）
(平成19年度に募集停止）

↓
平成19年度～

文学部(昼間学部）
文化構想学部(１～７時限まで授業を実施する昼夜開講制）

神奈川大学
第一法学部（昼間学部），第二法学部(夜間学部）
第一経済学部(昼間学部），第二経済学部(夜間学部）
(平成18年度に募集停止）

↓
平成18年度～

法学部，経済学部
（1～7時限まで授業を実施する「昼夜間教育制度」（昼夜開講制））
6,7時限と土曜日の履修により授業を履修することで4年間での

卒業が可能な「イブニング履修プログラム」を実施

【夜間大学院の学生数】

出典：学校基本調査報告書
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（３）校舎以外の場所での授業の実施

平成15年に大学設置基準・短期大学設置基準を改正し，いわゆるサテライト教室での授業の実施が可能であることを明文化した。（大

学院についても大学設置基準を準用）

【サテライト教室で正規授業を実施している大学・大学院数】

○サテライト教室

【サテライト教室を設置している大学院の例】

北陸先端科学技術大学院大学
校舎所在地：石川県能美市

サテライトキャンパス：
所在地：東京都港区芝浦
設置年：平成15年度

授業を行う研究科：
知識科学研究科，情報科学研究科

常磐大学大学院

校舎所在地：茨城県水戸市

サテライトキャンパス：
所在地：東京都港区
設置年：平成16年度
授業を行う研究科：被害者学研究科(修士課程）

双方向の遠隔授業システムにより東京と水戸で
同時に授業を行い，修学できる体制をとっている

37
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112
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（校）

出典：文部科学省調べ
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（４）標準修業年限の弾力化

標準修業年限より短い期間（１年以上２年未満）の修業年

限を定めた修士課程。

設置数は増加しているが，全体の９％（平成18年度）にと

どまっている。

4

19

52

0

10

20

30
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60
（校）

短期在学 4 19 52

平成12年 平成15年 平成18年

標準修業年限を超える修業年限を定めた修士課程・博士課

程。

設置数は増加しているが，全体の８％(平成18年度）にとど

まっている。

【短期在学コース設置大学院数】 【長期在学コース設置大学院数】

①短期在学コース（修士課程：平成11年～） ②長期在学コース（夜間大学院は平成元年～他の修士課程：平成11年～）

【短期在学コースを設置している大学院の例】

南山大学大学院

経済学研究科経済学専攻「社会人１年コース」 （博士課程前期）

継続した就業経験があり，特定の実務に関して豊富な経験
と研究テーマに関する論文や報告書を有し，高度な専門的業
務へ貢献できるように，より広い知識や高度な学識を得ることを
希望する成績優秀な社会人のためのコース。

（このほか，修業年限3～6年の「長期在学コース」も開設）

【長期在学コースを設置している大学院の例】

同朋大学大学院

人間福祉研究科 （修士課程）

リカレント教育を想定し，修業年限を2～4年までの範囲で自
ら設定することが可能。
あわせて，昼夜開講制を実施し，6時限に授業を行うほか，

土曜昼間にも開講。夏冬の休暇を利用して集中講義や実習を
実施。
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出典：文部科学省調べ
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個人の能力に応じた修業年限の弾力的な取扱いとして，特に優れた成績・業績をあげた学生が希望する場合，修業年限より短

い期間の在学による卒業・学位取得を認めること。

実施校数は増加しており，大学院の早期課程修了者は増加しているが，大学学部の早期卒業者は300人程度で推移。

③早期卒業・課程修了(大学学部：平成11年～，修士課程：平成元年～，博士課程：平成11年～）

【早期卒業を実施する大学数】 【早期課程修了を実施する大学院数】

【学部段階における早期卒業者数】 【大学院段階における早期課程修了者数】
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出典：文部科学省調べ
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【長期履修学生制度による受け入れ学生数（大学）】 【長期履修学生制度による受け入れ学生数（大学院）】
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【長期履修学生制度を実施する大学数】 【長期履修学生制度を実施する大学院数】
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計436

学生が，職業を有しているなどの事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に履修し，卒業・課程修了すること

を希望する場合には，その計画的な履修を認めることができる制度。

大学学部については，実施大学数は増加しているが全体の２４％（平成19年度）。受け入れ学生数は減少しており，ピーク時(平

成15年度）でも99名にとどまっている。

大学院については学校数・受け入れ学生数ともに増加。

④長期履修学生制度（平成14年～）

出典：文部科学省調べ
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（５）通信による教育

学校教育法制定時から大学における通信教育の規定が設けられていたが，平成13年に学部及び大学院研究科に共通する規定であることを明確す

るため，学部に関する条文の前に規定を繰り上げるとともに，通信教育を行う大学学部，研究科を置くことができることを規定。

通信教育に関する設置基準は，昭和56年に大学通信教育設置基準が，昭和57年に短期大学設置基準が制定された。修士課程については平成10年

に，博士課程は14年に大学院設置基準に通信教育に関する規定が設けられた。

通信制大学・大学院数はともに増加している。大学学部については，放送大学を除くと入学者数は減少傾向が続き平成20年度は7,075人であり，

学生数は13～14万人程度で推移している。大学院については，放送大学を除くと入学者数・学生数ともに増加している。

【通信制大学・大学院数】（放送大学を除く）

①通信制大学・大学院（大学学部・短期大学：学校教育法施行時（昭和22年)～，修士課程：平成10年～，博士課程：平成14年～）
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出典：学校基本調査報告書
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【通信制大学 在学生数】（放送大学を除く）

大学学部生の属性（職業別）

教員,

10,015人,

5%

公務員,

12,248人,

 6.6%

会社員・銀行員等,
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 28.8%

個人営業・自由業,

 8,564人,

4.6%

無職,

54,552人,

29.4%

その他,
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25.2%

大学学部生の属性（年齢別） 18歳～22歳,

17,837人,

10%
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6%
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15.7%
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35,968人,

19.4%

50歳～59歳,

21,899人,

11.8%

60歳以上,

14,407人,

7.8%

出典：学校基本調査報告書
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57,089

54,114

5,231 6,036

11,031
13,139

14,341 17,144 19,367
18,363

24,680

57,129 53,699

0

50,000

100,000

150,000

200,000

元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

（人）

人文科学 社会科学 保健・家政・教育・芸術 その他

計160 ,622
計151 ,8 08

（科目等履修生の数を含む）
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11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

人文科学 0 0 0 0 4 7 13 20 22 28

社会科学 0 0 0 0 0 11 20 25 23 20

保健 0 0 0 0 0 11 14 16 11 11

教育 0 0 0 0 3 5 8 18 23 24

その他 0 0 0 0 19 47 66 60 76 81

計 0 0 0 0 26 81 121 139 155 164

【通信制大学院 在学者数】（放送大学を除く）

【通信制博士課程の分野別在学者数】

出典：学校基本調査報告書
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11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

（人）

修士・人文科学、社会科学 修士・保健・家政・教育・芸術 修士・その他 博士課程 専門職学位課程

計2,705

（科目等履修生の数を含む）
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【通信制短大 在学生数】

短期大学生の属性（年齢別）

18歳～22歳,

11,825人,

55%

23歳～24歳,

 1,201人,

6%

25歳～29歳,

2,389人,

11.3%

30歳～39歳,

3,356人,

15.9%

40歳～49歳,

1,614人,

7.6%

60歳以上,

171人,

0.8%

50歳～59歳,

574人,

2.7%

短期大学生の属性（職業別）

個人営業・自由業,

249人,

1%

公務員,

349人,

2%

会社員・銀行員等,

3,561人,

17%

教員,

406人,

2%

無職,

13,203人,

62%

その他,

3,362人,

15.9%

出典：学校基本調査報告書

16,199

22,497

26,562
29,109 29,274 28,478

26,521
24,256

21,085

17,172
14,769

11,712
10,144 8,564 7,700 8,031 7,328 6,203 5,979

9,308

9,966

10,854

12,022 13,067 14,541
15,394

17,477

17,732

17,802

17,099

16,396

15,822
16,358 16,807

19,078
20,393 20,637

1,096

1,314

7,751

17,928
15,329

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

（人）

人文科学・社会科学 保健・家政・教育・芸術 その他

計43,019

計22,622

（科目等履修生の数を含む）
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放送等を活用した新しい教育システムによる大学教育の機会を提供を目的と

して，放送大学学園法が制定され，昭和58年4月に放送大学が設置され，授

業を開始した。平成13年4月には放送大学大学院が設置され，翌14年4月に

授業を開始した。

学部学生の属性（年齢別）

～１９歳

4,082人

5% ２０歳代

11,997人

15%

３０歳代

 19,787人

25%
４０歳代

18,292人

23%

５０歳代,

13,050人

17%

６０歳～

11,851人

15%

②放送大学（昭和58年～）

【放送大学の入学者・在学者数（大学・大学院）】 【学生(大学・大学院）の属性】

大学院生の属性（年齢別）

２０歳代

356人

6%

３０歳代

1,163人

20%

４０歳代

1,774人

30%

５０歳代

1,563人

26%

６０歳～

1,057人

18%

学部学生の属性（職業別）

教員

4,324人

5% 公務員

6,755人

9%

会社員・銀行員等,

13,759人

17%

個人営業・自由業等

4,072人

5%
他大学等の学生, 7,438

人

9%

アルバイ ト・パート,

6,402人

8%

看護師等

14,799人

19%

無職（主婦を含む）,

15,506人

20%

その他

6,001人

8%

大学院生の属性（職業別）

教員

1,407人

24%

公務員

1,090人

18%

会社員・銀行員等,

1,286人

22%

個人営業・自由業等

411人

7%

他大学等の学生

43人

1%

アルバイ ト・パート,

323人

5%

無職（主婦を含む）,

822人

14%

その他

531人

9%

52,472 50,033 49,953
44,458 42,455 42,808 43,464

40,487 40,438 37,830 38,861

10,606 6,400 7,065

6,255
5,425

5,033 5,008

9,907

[76,229]

[84,086]

[89,770] [89,374] [88,352] [88,877] [89,389]

[85,091]
[83,126]

[79,056] [78,069]

0

10,000
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40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000
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在学者(大学院)

うち当該年度の入学者(大学院)

在学者(学部)

うち当該年度の入学者(学部)大学院

（人）
[9,907] [11,152]

[7,073]
[7,857]

[7,141]
[6 296]

[5 913] [5,832]

出典：放送大学学園調べ
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【卒業生・修了生数（大学・大学院）】 【卒業生・修了生の属性】

学部卒業生の属性（年齢別）

60歳～

7,609人

14%

50歳代

10,033人

18%

40歳代

14,677人

27%

30歳代

15,096人

 27%

20歳代

7,949人

 14%

（注）平成２１年３月末時点。

平成２１年は９月卒業者の数を含まない。

大学院卒業生の属性（年齢別）
20歳代

129人

5%

30歳代

525人

22%

40歳代

827人

34%

50歳代

575人

24%

60歳代

356人

15%

学部卒業生の属性（職業別）

会社員等

13,859人

25%

無職（主婦を含む）

14,278人

25%公務員

8,354人

15%

個人・自由業等

 2,612人

5%

教養

2,161人

4%

パート等

2,672人

5%

その他

10,701人

19%

他大学等の学生

1,344人

2%

大学院卒業生の属性（職業別）

教員

507人

21%

公務員

516人

21%

会社員・銀行員等

671人

 28%

個人営業自由業

 133人

6%

無職（主婦を含む）

 249人

10%

アルバイ ト・パート

122人

5%

その他

214人

9%
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大学

3,348 3,171 3,122

652 572 558

10,189 9,565 9,476

14,189
13,308 13,156

0

5,000

10,000

15,000

H17 H18 H19 年度

人

（６）科目等履修生制度及び履修証明制度

社会人等に対し学修機会を提供しその学修の成果に適切な評価を与えるため，大学が自らの定めるところにより，当該

学生以外の者で授業科目を履修する者（「科目等履修生」）に対して単位を与える制度。

科目等履修生制度等により当該又は他の大学等で修得した単位については，大学学部については卒業の要件として習得

すべき124単位のうち60単位（短期大学：同62単位のうち30単位（２年制），同93単位のうち46単位（３年制），修士課

程，博士課程：同30単位のうち10単位）を上限に，当該大学等に入学後の履修により修得したものとみなすことができる。

実施大学数は増加しており，大学院における科目等履修生数は増加しているが，大学学部では減少。

【科目等履修生制度実施大学・大学院数】

①科目等履修生制度（大学学部・短期大学：平成3年～，修士課程・博士課程：平成5年～）

【科目等履修生数（大学・大学院）】

大学院数
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53 51 54
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145161138
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出典：文部科学省調べ
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【関係規定】

学校教育法
第105条 大学は，文部科学大臣の定めるところにより，当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し，これ

を修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。

大学等が以下の要件を満たす履修証明プログラムを提供した

場合，学校教育法に基く修了の事実を証する証明書を発行できる。

○対象者：当該大学の学生以外の者

○内 容：大学等の教育・研究資源を活かし一定の教育計画の下
に編成された,体系的な知識・技術等の習得を目指し
た教育プログラム

○期 間：目的・内容に応じ，総時間数１２０時間以上で各大学
等が設定

（注：学位プログラムとは異なり，単位や学位が授与されるものではない。）

【制度の概要】 （具体的要件は学校教育法施行規則で規定）

履

修

証

明

書

氏

名

年

月

日
生

学
校
教
育
法
第
百
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
本
学
所
定

の
○
○
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
計
○
○
時
間
）
を
修
め
た
こ
と
を

こ
こ
に
証
す
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
（
注
）

本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
，
主
と
し
て
○
○
で
あ
る
者
を
対
象
と
し
て
，
○
○

の
よ
う
な
人
材
（
能
力
）
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
，
（
○
○
と
連

携
し
て
）
○
○
，
○
○
，
○
○
等
を
内
容
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
る
。

平
成

年

月

日

○
○
大
学
（
長)

印

【履修証明書の様式例】

（７）履修証明制度の概要

平成１９年の学校教育法改正により，履修証明の制度上の位置づけを明確化。

これにより，各大学等（大学，大学院，短期大学，高等専門学校，専門学校）における社会人等の多様なニーズに応じた体系的

な教育，学習機会の提供を促進。
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（参考）履修証明プログラムの活用状況

社会人等の学修の機会として，平成１９年１２月に創設された履修証明制度は，学位プログラムと比較して短時間の学修を評

価できる点を生かした一層の活用が期待されており，平成２０年度には，既に３９大学で４８プログラムが実施されている。

【履修証明プログラムの実施の状況】(文部科学省調べ。大学学部の状況を調査)

３３プログラム実施（平成２０年５月１日現在） → ３９大学が４８プログラム実施（平成２０年度末現在）

・若年無業者・早期離職者の就業支援
新卒無業者を対象とした就業支援（私立大学）

・職業資格を有する休職・退職者の復職支援
看護職者の復職支援（国立大学）

・就業経験のない職業資格保有者の就業支援
助産師資格保有者向け就業支援（国立大学）
教員資格保有者向け即戦力教育（国立大学）

・定年退職者，主婦等の社会的起業の支援
コミュニティ・ビジネス参画支援（私立大学）

・定年退職者の生活の一部としての学修機会の提供
５０歳以上を対象とした質の高い教養教育と多面的な学び
の場の提供（私立大学）

○履修証明プログラムの例（目的別）：募集定員が５０人以下のものが大半。地域の産業創出や雇用創出を目的とするものもみられる。

・就業者に対する専門的知識・技能の獲得，向上
林業生産専門技術の獲得・向上（国立大学）
看護師の感染管理に関する知識・技能の獲得(私立大学）
製造業の製品管理プロセスの知識・技術の獲得・向上（公立大学）

・就業者に対する業務の高度化・現代化に伴う知識・技能の獲得
IT技術を活用した地域の食農産業振興を担う人材育成（国立大学）
国際ビジネス法務に関する知識・技能の修得（私立大学）

・企業経営の中核を担う職能開発
農業者の経営能力向上（国立大学）
中小企業の中核的人材能力向上（国立大学）
看護職の管理能力向上（私立大学）
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種 類 区 分
学 力

（1年次に在学する者）

本人及び配偶者の年収・
所得の上限額（目安）

第一種奨学金（無利子）

大学院修士課程

大学・大学院の成績が特に優れている者

５４１万円以下

大学院博士課程 ６４１万円以下

第二種奨学金（有利子）

※ 卒業後３％を上限とする
利息付

大学院修士課程 ①大学・大学院の成績が優れている者

②学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがあると認
められる者

５９５万円以下

大学院博士課程 ７９８万円以下

（申込基準）

区 分 貸与月額

大学院修士課程 50,000円，88,000円から選択

大学院博士課程 80,000円，122,000円から選択

【貸与月額】
①無利子奨学金

区 分 貸与月額

大学院修士課程
50,000円，80,000円，100,000円，130，000円，

150,000円から選択大学院博士課程

②有利子奨学金

法科大学院では，１５万円を選択した場合に限り，４万円又は7万円の増額可。

【例：大学院の場合】

（１）日本学生支援機構の奨学金事業

社会人が大学学部や大学院に入学した場合においても，学生としての身分を有することにより，採用選考等の一定の基準を満た

せば，奨学金の貸与を受けることが可能。

４．社会人の大学修学にかかる負担の軽減
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（２）税制上の優遇措置について他国との比較

控除対象となる者の範囲 控除方式 所得制限 控除額

勤労学生控除

（日本）
本人 所得控除

年収１３０万円以下

（給与所得を得ている者）

勤労学生本人に，27万円分を

所得控除

Ｈｏｐｅ税額控除

（アメリカ）

本人もしくはその配偶者，又は

税申告控除申請をする扶養者
税額控除

修正調整所得が５.８万ドル（夫婦合算申

告の場合は１１.６万ドル）未満の者

学生一人当たりの教育費に

応じて，最大1800ドルを税額

控除

生涯学習税額控除

（アメリカ）

本人もしくはその配偶者，又は

税申告控除申請をする扶養者
税額控除

修正調整所得が５.８万ドル（夫婦合算申

告は１１.６万ドル）未満の者

納税者一人当たりの教育費

に応じて，最大2000ドルを税

額控除

（個人に対する税制優遇措置の比較）

控除対象となる者の範囲 控除方式 控除の仕組み

人材投資促進税制

（日本）

青色申告法人のうち，労務費に占める

教育訓練費の割合が０.１５%以上であ

る中小企業者等

税額控除 教育訓練費の８～１２％を法人税額から控除。

研究及び人材開発費

に対する税額控除（

韓国）

韓国国内法人等 税額控除

・中小企業の場合：次のいずれか一つが適用

①人材開発費が過去４年間の平均を上回る場合，超過分の５０％を法

人税から控除

②人材開発費の１５％を法人税から控除

・中小企業以外の企業の場合：次の金額の合計額が適用。

①中小企業等への委託人材開発費が過去４年間の平均を上回る場合，

超過分の５０％を法人税から控除

②人材開発費のうち，①以外の人材開発費が過去４年間の平均を上回

る場合，超過分の４０％を法人税から控除

促進産業昇級条例

（台湾）

農業，工業，サービス業等を行い，特

定の投資目的に対する研究発展また

は人材育成に投資した企業

税額控除

①教育訓練費の３０％を法人税額から控除

②教育訓練費用が，過去２年にかかった教育訓練費用の平均を上回っ

た場合，超過部分の５０％を控除。

（企業に対する税制優遇措置の比較）
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（３）学生の経済的負担の軽減

「教育訓練給付制度」の指定講座となっている大学の教育プログラムを受講した場合，負担した費用の２割（上限額10万円）

の給付をうけることができる。

○教育訓練給付制度

制度の趣旨：労働者が主体的に能力開発に取り組むことを

支援し，雇用の安定等を図るため，労働者が

自ら費用を負担して一定の教育訓練を受けた

場合に，その教育訓練に要した費用の一部に

相当する額を支給するもの

制度創設：平成10年

給付対象事由：雇用保険の被保険者又は被保険者であった

者（通算した被保険者であった期間が3年以

上）が，厚生労働大臣が指定する教育訓練を

受講し，終了した場合に支給

給付額：受講者が負担した費用の２割（上限額10万円）

講座の指定状況：5,436講座（平成21年10月現在）

うち，大学等で543講座が開講

【指定講座となっている大学の教育プログラム】

・コース登録制講座

大学院 大学又は短期大学が開設する正規の科目のうちから
複数の授業科目をセット（コース）とし，単位習得を目的として行
われる一年以内の専門教育講座（講座数：22講座）

（例）立命館大学大学院
金融技術の本質を正しく把握し，これを実際のビジネスに結び付けていくた

めの視座を提供する「金融と法」を法学研究科で開講（科目等履修扱い）。３
科目１２単位を履修し合格した者は講座修了となる。

・受講修了者数：１４名（平成２０年度）
・訓練期間：９ヶ月
・費用：受講料288,000円

（例）筑波大学大学院
企業法学に関する高度職業人を養成する「ビジネス科学研究科企業法学

専攻」を開講。本専攻に２年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要
な研究指導を受けた上，修士論文の審査及び試験に合格した者は，修士
（法学）の学位を取得しうる。

・受講修了者数：２９人（平成２０年度）
・訓練期間：２４ヶ月
・費用：入学料282,000円，受講料535,800円

・大学院修士課程講座
夜間大学院，昼夜開講制の大学院で夜間に開講されるもの，ま

たは通信制大学院で標準修了年限が２年以内の修士課程（博士
前期課程を含む）の専門教育講座（講座数：489講座）
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（４）学生の雇用者の経済的負担の軽減

○人材投資促進税制（中小企業等基盤強化税制）

（１）制度の目的

我が国の中小企業の人材投資は，９０年代以降に落ち込んだまま横ばいと

なっており，また，全企業の教育訓練費に比べて低い。このため，中小企業の

人材投資を増加させ，生産性向上や経営環境変化への対応力を強化する。

（２）制度の概要

平成２０年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に開始する各事業年度

において，労務費（給与，法定福利費，教育訓練費等）に占める教育訓練費

の割合が０．１５%以上である場合に，教育訓練費の額の一定割合（８～１２％）

を法人税額から控除。

（３）適用対象法人

青色申告法人のうち，中小企業者（※）等。

（※ ①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人，②資本又は出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員数が1,000人以下の法人）

（４）対象となる教育訓練費の範囲

使用人の職務に必要な技術又は技能を修得させ，又は向上させるために必

要な費用であり，教育訓練等（教育，訓練，研修，講習など）を伴うもの。大学

等の教授等による座学研修や，専門知識の教授などが含まれる。

労務費に占める教育訓練費の割合の推移
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（出所）厚生労働省「就労条件総合調査」等

全企業

従業員
30～99名の企業

教育訓練費の労務費に対する割合が０．１５％以上である場合，
その割合に応じ，教育訓練費総額×８～１２%を税額控除

制度の概要

○ 適用例
中小企業Ａ社が，期中に同社の使用人について，①教育訓練費を25万円，②給与を1億2000万円，③法定福利費を1,500万円を支出した場合，
教育訓練費割合＝教育訓練費÷労務費＝25万円÷（1億2000万円＋1,500万円＋25万円）＝0.184％。
教育訓練費割合が0.15％以上であるため，税額控除を受けることができる。
具体的な税額控除額については，
税額控除額＝教育訓練費×（8％＋（教育訓練費割合－0.15％）×40）
＝25万円×（8％＋（0.184･･･％－0.15％）×40）
＝23,400円であり，これが法人税額から控除される。

教育訓練費総額

税額控除対象額
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（５）大学修学を目的とした休業制度

①大学院修学休業制度（公立学校教員，平成１３年～）
（対象） 現職の教員で，①専修免許状の取得を目的としていること，②専修免許状取得の前提となる一種免許状又は特

別免許状を有していること，③それぞれの一種免許状又は特別免許状に係る最低在職年数（３年）を満たしてい

ること

（概要） 現職教員の資質能力の一層の向上を図るため，公立学校の教員が専修免許状の取得を目的に，国内外の大

学院等の課程を履修するために休業することができる制度。（教育公務員特例法第26条等）

（休業の期間） ３年を超えない期間

（休業の効果） 教員の身分は保有するが，給与は非支給。また，復職後の給与の調整は，各地方公共団体で規定。

（実績） 平成２１年４月１日現在，修学休業者数は２１８人。（平成１３年度からの通算修学休業者数 １，３３７人） ※ 各年４月１日現在（文部科学省調べ）

②自己啓発等休業制度（国家公務員，平成１９年～）
（対象） 職員としての在職期間が２年以上の国家公務員

（概要） 大学等における修学や国際貢献活動を希望する常勤の職員に対し，職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める休業制度。（国家公務員の自己啓

発等休業に関する法律）

（休業の期間） ２年ないし３年

（休業の効果） 身分は保有するが，職務に従事せず，給与は非支給。また，復帰後の俸給については，部内の他の職員との健康上必要と認められる範囲で調整が可能。

（実績） 平成19年度の休業取得者は７名（大学等における修学が６名，国際貢献活動が１名）。

大学院修学休業者数の推移

29 64 58 42 40 52 48 55 5734

93 114
96 62 48 63 49 5581

150
162

148
122 114 107 86

41
44

35

25 19 26 18 20
12011

0

100

200

300

400

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

人

小学校教員 中学校教員 高等学校教員 その他の教員

計378人

計218人

③職員研修休業制度（B国立大学法人教職員，平成１６年～）
（対象） 教職員

（概要） 職務遂行上の能力を向上させるため，国内外のほかの学校，試験研究機関，病院その他公共的施設において，当該職員の職務に関連があると認められる

学術に関する事項の調査，研究，又は指導に従事する目的で，職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める休業制度。

（休業の期間） ２年をこえない期間

（休業の効果）身分は保有するが，職務に従事せず，給与は非支給。また，復職後の給与については，部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲で調整が可能。

（実績） 平成１６年４月以降の取得研修は３８件（主な取得者は医学系の大学教員及び看護職員）
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国家公務員一般職職員（行政職（一））の初任時の俸給額① 国家公務員（行政職（一））
【初任時の俸給額】

行政職：初任給基準表の適用に際し，上位の学位取得による修学年数を勘案
（１年につき４号級を加算。職務経験については，職務内容に応じて最大５分の４を乗じた数を加算）

【大学学部卒の職員が修士の学位を取得した場合の処遇への反映】
なし

② 地方公務員（C県）

【初任時の俸給額】
行政職：経験年数に応じた加算において修士・博士の学位取得を勘案

（１年につき最大で４号給加算のところ，学位については最大の４号級加算。職務経験については３号
級程度加算の場合が多い。）

教育職：学位レベル(学部，修士，博士）別に給与額を設定（経験年数に応じた加算より優位な加算を設定）
【大学学部卒の職員が修士の学位を取得した場合の処遇への反映】
行政職：なし
教育職：上位の学位を取得した時点で，当該学位を保有する者として新規採用されたものと仮定し，学位に応

じた給料の級・号給から経験年数等により給料額を再計算。これと現給料を比較して，高い方の額を
適用。

初任時の俸給額
（上段：級・号俸，下段：額）

採用時の学歴

大学学部卒
２級１号俸

１８１，２００円 ※

大学院 ２級９号俸
２００，０００円

修士課程修了

大学院 ２級２１号俸
２２２，０００円博士課程修了

③ 民間企業
○ D社（情報通信業）

【新規採用時の給与額】
学位レベルによる初任給額の違いはない
採用時の年齢・職務経験等による初任給額の違いはある

【大学学部卒の職員が修士の学位を取得した場合の処遇への反映】
なし
なお，自己啓発目的での大学等での研修を認める制度がある
（上司の推薦が必要，期間は１年，年に若干名，給与と学費を支給）

○ E社（外資系の製造業等の複合企業）

【採用時の給与額】
募集ポストごとに適格要件として学位のレベルと種類，職務経験等を設定
給与は募集ポストごとに職務内容・応募資格条件に応じて設定

【大学学部卒の職員が修士の学位を取得した場合の処遇への反映】
なし
なお，修学目的での退職はよくみられる例であり，こうした退職者を再び雇用した例も少なくない

大企業 中企業 小企業

高等学校卒業 １６０，４００円 １５６，３００円 １５６，９００円

短期大学卒業 １７６，６００円 １７０，９００円 １６３，９００円

大学学部卒業 １９９，１００円 １９９，４００円 １９４，４００円

修士課程修了 ２２６，２００円 ２２５，４００円 ２２４，５００円

厚生労働省「平成２１年金構造基本統計調査」

※全国平均額

参考：民間企業の学歴別初任給額

※ ２級１号俸は185,800円のところ，新規採用者につ

いては181,200円とすると規定。

（６）学修成果の雇用先での初任給や昇給への反映
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米 国 英 国 オーストラリア 韓 国

制
度

National Skill 
Standard
（全国職業技能

スタンダード）

National 
Qualifications 
Framework
（全国資格枠組）

National 
Qualification 
Framework
（全国統一資格基準）

Credit Bank 
System
（学点銀行制）

概
要

職業技能スタ
ンダードの開
発及び利用を
自主的パート
ナーシップ
（雇用主団体，
組合労働者，政
府，従業員団体
，教育訓練機関
等から成る産業

連合）が資格を
設定。

各教育機関等
多様な主体が
認証。

一般教育と職
業教育，技能
資格を結合し
た総合的資格
制度。）
政府が資格授
与団体，標準
設定団体の質
を保証。

認証は民間の
業界団体が実
施。

分野およびレ
ベル（約
18,000の基準
）からなる全
国統一資格基
準。

評価認定を受
けた教育課程
を履修した者
などに，学点
認定を通して
学歴認定と学
位取得の機会
を提供する制
度。

（１）諸外国の学修成果・職業能力の認証・評価制度

（英国は，学位や職業に関する資格を通じた枠組を設定）【諸外国の学修の認証制度】

諸外国では，雇用の流動化や若年・中高年無業者の増加等を背景として，職業資格や教育の認証・評価制度を創設。

５．具体的な受入れ促進方策の方向性
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栗山

道央

余市

富良野

鹿追

訓子府

浜中

別海

農業・食品生産全般の基
礎・応用研究

食品安全の基礎・
応用研究・食品開発

循環型農業の実践的教育・
農業者等の育成

【食の安全・安心基盤学プログラム：実践的教育研究】 【社会貢献プログラム：総合的支援システムの確立】

遠隔授業の実施（３大学連携授） 農村サテライトでの実習 地域課題の放牧酪農の推進（浜中サテライト）

専門家が地域向けに放牧講座を実施 生産者から大学への事例報告

酪農学園大学

北海道大学

帯広畜産大学

コーディネータが大学と地域をつなぐ

ＩＣＴを活用した遠隔講義の実践 地域農家での実習受入れ

農学エクステンションセンター 農村サテライト（地域拠点）
北海道立農
業試験場

北海道地域
農業研究所

・地元ＪＡがバックアップ
・研究員を地域に配置

大学を核とした知的地域活性化を通じ，地域の活気や，地域で活躍する人材の育成に貢献する事例も多く見られつつある。

（２）複数大学の連携による地域の人材育成需要に対応した教育の実施
（参考）北海道の農学系３大学と地域自治体が連携した取組例
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（参考）大学コンソーシアムによる社会人への学習機会の提供例

コンソーシアム形式で大学間が連携することにより，大学等の現状の人的・物的資源で，多様で高度な社会人等の学習ニーズ

に応えている。

○大学コンソーシアム京都における「京（みやこ）カレッジ」の取組

【大学コンソーシアム京都】
京都地域５０大学・短期大学，京都市，及び域内の経済団体等で構成する財団法人。大学，地域社会及び産業界との協力による大学

教育改善のための調査研究，単位互換事業，インターンシップ，学生交流事業，社会人教育事業等を実施。

【京カレッジ】
京都市等と協働して，社会人の生涯学習ニーズの高度化に対応する大学レベルの高度な学習機会を提供。

特徴：①多様な履修目的に対応するため，履修形態を「４つの柱」に分類。

②開催場所として，各大学のほか，京都市が設置する「キャンパスプラザ京都」(大学相互間及び大学と産業界，地域社会等

との連携・交流促進施設）を活用。

「４つの柱」
１．単位取得が可能で高度な学びを得られる 「大学講義」
２．手軽に広く教養を身につける 「市民教養講座」
３．資格取得試験対策のための 「キャリアアップ講座」
４．産学官地域連携によるﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ型実習を行う 「京都力養成コース」

受講形態 単位取得 出願資格 開講場所

１．大学講義
科目等履修生 可能

大学入学資
格が必要

各大学ｷｬﾝﾊﾟｽ
または
ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ
京都

聴講生 不可能

特になし

２．市民教養
講座

特別受講生

不可能
３．ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ

講座

４．京都力養成
コース

不可能
（修了証発行）

開設科目，受講者数等

○ 平成２１年度開設科目数 ４４８科目
(大学開講科目の活用や，地域密着型の科目設定が多い。)

例｢京都学～歴史編～｣(花園大学）
｢京都起業家実践講座｣(京都学園大学)
｢地域活性化ｼｽﾃﾑ論｣(京都橘大学)
｢ｷｬﾘｱ形成概論｣(立命館大学)
｢京ｴｺﾛｼﾞｰ概論」(龍谷大学)
｢現代社会と法(交通問題)｣(京都産業大学)
｢実践ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ｣(京都工芸繊維大学)
｢食をとりまく環境｣(同志社大学)
｢京を守る 生命を守る｣(佛教大学)

○ 平成２１年度受講者数 ９２８人（実数）

○ 単位累積による学士の学位取得
短期大学・高等専門学校卒業者および大学に２年以上在籍し，６

２単位以上取得しているといった基礎資格を有している場合，京カ
レッジで取得した単位とあわせて，「大学評価・学位授与機構」に
申請すれば，学士の学位を取得することができる。
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（参考）大学を活用した人材育成・コミュニティ形成の例

分
野

大学名 テーマ 主な取組内容 連携機関 ポイント

農
業

酪農学園大学
北海道大学農学部
帯広畜産大学

食の安全・安心を担
う人材育成と地元農
業への貢献

農学分野の複数大学がJAや地元
農家と連携し，学生の農業実習を
実施，大学からJA等に対してコンサ
ル

JA，富良野市，余市町，
浜中町，北海道立農業
試験場など

特任教員（元北海道立農業試
験場職員）が大学と地域を繋
ぐ

Ｉ

Ｔ
会津大学

実践的なIT教育を通
じて起業家精神の育
成

地元ベンチャー企業と連携し，座学
と演習を体系的に組み合わせ，学
生の課題解決能力を高める

会津市商工部，地域の
ベンチャー企業など

地元企業人による実践講義・
指導，ベンチャー見学・インタ
ーンシップ

生
涯
学
習

富山大学
富山e大学として，社
会人等が学ぶ機会
を提供

富山インターネット市民塾の中で大
学の教育資源を活用したeラーニン
グ講座を開講し，市民等に広く提供

富山県，ＮＰＯ法人など
大学の得意分野で教材のデ
ジタル化，eラーニング講座を
展開

安
全
安
心

神戸学院大学
神戸女子大学
兵庫医療大学

神戸女子短期大学

被災地の使命であ
る安全・安心教育，
地域コミュニティ形
成

大学と自治体が密接に連携し，地
域住民向けの公開講座（介護支援
など）を実施，学生が街に出て実習
するなど地域活性化へも貢献

神戸市，神戸市商工会
議所，水上消防署など

特任教員（元神戸市助役）に
よる講義・コーディネート

再
就
職

広島修道大学
再就職を目指す若
者の学び直しプログ
ラム

離職者・フリーターの再就職をバッ
クアップするキャリアプログラムを実
施

広島県商工労働局，広
島商工会議所など

産業界が地元ニーズを集約・
就職支援をサポート

医
療

静岡県立大学短期大
学部

小児医療を支えるコ
メディカル人材の養
成

潜在保育士・看護師に，ﾎｽﾋﾟﾀﾙ・ﾌﾟ
ﾚｲ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（HPS）の技術を教授
し，「子どもの福祉」の観点からコメ
ディカルスタッフを養成

英国ＨＰＳ関連団体，
NPO法人，県内病院など

NPO法人関係者を講師として
招聘
病院現場との連携
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学部 通学制 面接授業 ・メディアを利用して行う授業

通信制 面接授業 ・メディアを利用して行う授業・印刷授業 ・放送授業

大学院

修士課程

博士課程

通学制 面接授業 ・メディアを利用して行う授業

通信制 面接授業・メディアを利用して行う授業・印刷授業・放送授業

大学院
専門職学位課程

通学制 面接授業・メディアを利用して行う授業

通信制 面接授業・メディアを利用して行う授業

（３）通学制と通信制の授業方法

【大学の授業方法】

大学設置基準等により，以下の通り規定。

（通学制の場合）

・面接授業：講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う授業

・メディアを利用して行う授業：多様なメディアを高度に利用して，教室等以外の場所で行う授業

（通信制の場合）

・面接授業

・メディアを利用して行う授業

・印刷教材による授業：印刷教材その他これに準ずる教材に送付若しくは指定し，主としてこれにより学修させる授業

・放送授業：放送その他これに準ずる者の視聴により学修させる授業

【課程別の授業方法】

大学の学士課程，大学院の修士課程・博士課程・専門職学位課程のそれぞれにより実施可能な授業方法が異なる。

特に，専門職大学院では，その目的を達成しうる実践的な教育を行う
よう専攻分野に応じ適切に配慮することが必要

様々な授業方法が法令上規定されており，課程及び学修形態に応じて，実施しうる授業方法が異なる。
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（１）社会人の大学での学修ニーズ

11.5%
3.2%

10.3% 17.7%

6.8%

2.3% 3.6%
4.3%

3.3%

12.9% 11.2%
5.3%

4.1%

26.8%

21.6%
14.8%

16.6%

2.4%

5.9%

3.1%

3.3%

50.8%
53.5%

58.8%

1.6% 2.0% 1.3% 2.0%

8.4%
3.2%

8.5%

67.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

大学卒 短期大学卒 専修各種卒 高等学校卒

大学で学習 専門学校・各種学校

職業訓練校 英会話などの
語学スクール

通信教育 その他

社会人になってから教育
機関を活用したことはない

無回答

①社会人の教育機関の活用

（出典）リクルートワークス研究所 「ワーキングパーソン調査２００８」
2008年に首都圏50km（東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県，茨城県）で，正規社員・正規職員，

契約社員・嘱託，派遣，パート・アルバイト，業務委託として2008年７月最終週に１日でも就業
している18～59歳の男女（学生除く）6,500名を対象に調査

【全体】 【学歴別】

（注）

・「大学で学習」は，①大学・大学院の公開講座で学習，②大学の学部に在籍，③社

会人大学院やビジネススクールを活用，への回答者の割合を合計したもの。

大学での学習, 6.3%

専門学校・各種学校, 9.2%

職業訓練校, 3.3%

英会話などの語学スクール,

7.8%

通信教育, 19.4%

その他, 3.2%

無回答, 1.8%

社会人になってから教育機関

を活用したことはない, 60.0%

社会人になってから教育機関を活用したことがない者の割合は60%，大学卒では50.8%。利用した機関は，「通信教育」「語学スクール」「専

門学校・各種学校」「大学」の順に多く，大学卒では「大学」の利用割合が他の学歴の者より高い。

６．社会人の学習ニーズ
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リカレント教育の受講意識

教育を受ける
ことに興味が

ある
67.9%

教育を受けた
い

20.8%

特に受けたい
とは思わない

11.2%

②社会人のリカレント教育の受講意識

リカレント教育に対する社会人の意識調査によると，約９割が「受けたい」又は「興味がある」と回答。利用したい教育機関については，大

学院（46.4%），大学(19.5%）が多い。教育機関の選択の際には，「カリキュラムが魅力的であること」（74%）を重視。一方で，教育を受ける場

合に想定される課題としては，職業生活と学修の両立に関するものが多い。

リカレント教育において利用したい教育機関

大学院
46.4%

その他
2.4%

高等専門学校
0.3%

短期大学
0.2%

専修学校・専門
学校
13.9%

大学（学部）
19.5%

公共職業能力
開発施設、民間
の教育訓練機

関
17.2%

（職業能力開発総合大学校能力開発研究センター調査報告書No.128 平成17年3月）

リカレント教育受講において想定される課題

1 5 .7 %

2 1 .3 %

2 5 . 7 %

3 3 . 3 %

7 1 .0 %

7 2 .3 %

社会人向けのカリキュラムが充実していなかった

会社の理解が得にくい、公表しづらい

通学に時間がかかる

決められた期間内での単位取得が不安・負担

費用負担が大きい

仕事が忙しい

リカレント教育の受講を希望する理由

20 .1%

22 .8%

43 .4 %

51 .8 %

62 .3 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社外での人脈をつくるため

転職、再就職をするため

資格取得のため

現在従事している業務における専門性を高めるため

現職に関係なく、その分野に興味があったため

リカレント教育の教育機関の選択において重視する点

33.8%

36.1%

50.0%

52.1%

54.6%

61.6%

74.0%

授業単位で学費を支払えること

教員が魅力的なこと

土日、休日の開講

時間帯が自由に選択可能

授業料が安い

通学しやすい場所に学校があること

カリキュラムが魅力的であること
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